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中
国
の
金
融
制
度
改
革
の
課
題

童　
　
　

適　

平

は
じ
め
に

　

中
国
経
済
は
減
速
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中

国
政
府
が
発
表
し
た
第
十
三
次
五
か
年
計
画
（
二
〇
一
六

～
二
〇
二
〇
）
で
は
、
年
間
実
質
経
済
成
長
率
は
六
・
五

～
七
％
で
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
一
人
当
た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を

二
〇
一
〇
年
の
二
倍
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
お
り
、

引
き
続
き
高
い
成
長
を
持
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
中

国
人
口
情
報
研
究
セ
ン
タ
ー
の
予
測
に
よ
れ
ば
、
二
〇
二

〇
年
ま
で
に
、
中
国
の
総
人
口
は
二
〇
一
〇
年
よ
り
八
四

〇
〇
万
人
増
加
し
て
、
約
一
四
・
二
五
億
人
に
達
す
る
と

見
込
ま
れ
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
二
〇
一
〇
年
の
一
人
当

た
り
Ｇ
Ｄ
Ｐ
三
〇
、
五
六
七
元
の
二
倍
に
当
た
る
六
一
、

一
三
四
元
に
、
二
〇
二
〇
年
の
総
人
口
を
か
け
れ
ば
、
中

国
の
二
〇
二
〇
年
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
、
二
〇
一
〇
年
よ
り
四
六

二
、
二
五
六
・
五
億
元
増
加
し
て
、
八
七
一
、
一
五
九
・

五
億
元
（
二
〇
一
〇
年
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
四
〇
八
、
九
〇
三
・
〇

億
元
）
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
四
六
二
、
二
五
六
・
五
億
元
の
増
加
目
標
は
何
に

よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
、
中
国
経

済
の
高
成
長
は
輸
出
依
存
と
投
資
主
導
に
よ
っ
て
引
っ
張
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ら
れ
て
き
た
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
中
国
の
輸
出

額
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
た
二
〇
〇
一
年
の
二
、
六
六

〇
・
九
八
億
米
ド
ル
か
ら
、
二
〇
一
四
年
の
二
三
、
四
二

二
・
九
三
億
米
ド
ル
ま
で
増
加
し
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇

一
年
の
約
九
倍
と
な
り
、
世
界
の
輸
出
額
に
占
め
る
比
率

も
四
・
四
％
か
ら
一
二
・
四
％
に
上
昇
し
て
、
世
界
最
大

の
輸
出
国
と
な
っ
た
。
一
方
、
投
資
額
も
Ｇ
Ｄ
Ｐ
に
占
め

る
比
率
は
二
〇
一
四
年
に
四
六
・
七
％
ま
で
上
昇
し
た
。

　

こ
の
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
一
三
年
間

の
間
に
輸
出
額
が
九
倍
ま
で
増
加
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
期
間
中
の
世
界
経

済
情
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
一
年
の
世
界
名
目

Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
三
三
、
一
二
八
・
六
億
米
ド
ル
、
二
〇
一
四
年

は
七
七
、
八
二
五
・
三
億
米
ド
ル
で
あ
り
、
単
純
計
算
で

平
均
年
間
成
長
率
は
約
六
・
八
％
と
な
っ
た
。
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
世
界
経
済
は
不
安
定
の
状
況
に
陥
り
、

現
在
も
最
悪
の
状
況
か
ら
脱
出
し
た
も
の
の
、
依
然
と
し

て
不
安
定
で
あ
るⅰ

。
こ
の
よ
う
な
世
界
経
済
情
勢
の
も

と
、
世
界
輸
出
額
の
一
二
・
四
％
を
占
め
る
中
国
の
輸
出

の
更
な
る
伸
び
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
〇

一
年
～
二
〇
一
〇
年
の
年
間
輸
出
平
均
伸
び
率
が
二
五
％

で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
二
〇
一
一
年
～
二
〇
一
四
年
は

一
〇
％
に
低
下
し
た
。

　

同
様
に
、
投
資
主
導
の
成
長
の
結
果
、
過
剰
生
産
能
力

が
ま
す
ま
す
拡
大
し
、
非
効
率
な
経
済
運
営
の
重
要
な
原

因
に
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、
経
済
成
長
へ
の
寄
与
度
も
低

下
し
たⅱ

。
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
約
半
分
を
占
め
る
投
資
主
導
の
成
長

を
持
続
さ
せ
る
こ
と
も
事
実
上
不
可
能
と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
中
国
政
府
は
、
都
市
化
に
よ
る
従

来
の
成
長
方
式
を
堅
持
す
る
と
同
時
に
、
供
給
側
構
造
改

革
を
行
い
、
新
た
な
消
費
ニ
ー
ズ
を
喚
起
し
、
も
し
く
は

海
外
へ
流
出
す
る
消
費
ニ
ー
ズ
を
国
内
に
引
き
留
め
よ
う

と
し
て
、
成
長
方
式
の
見
直
し
を
行
っ
た
。
都
市
化
に
よ

る
従
来
の
成
長
方
式
は
引
き
続
き
政
府
主
導
の
開
発
成
長
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を
意
味
す
る
。
他
方
、
消
費
ニ
ー
ズ
の
向
上
と
多
様
化
に

は
従
来
の
国
有
企
業
で
は
も
は
や
対
応
で
き
な
い
た
め
、

供
給
側
構
造
改
革
は
、
民
間
企
業
の
活
性
化
と
役
割
重
視

へ
の
方
針
転
換
を
意
味
す
る
。
こ
の
目
標
の
実
現
に
は
、

幅
広
い
改
革
が
必
要
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
金
融
市
場

と
実
体
経
済
と
の
結
び
つ
き
に
焦
点
を
当
て
て
、
金
融
制

度
の
改
革
に
何
が
必
要
と
さ
れ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
こ
こ
数
年
間
の
金
融
政
策
を
振
り
返
っ
て
み
るⅲ

。

そ
し
て
、
資
金
は
実
体
経
済
の
ど
こ
に
流
さ
れ
た
の
か
、

ど
ん
な
方
式
で
流
さ
れ
た
の
か
、
実
体
経
済
に
お
け
る
資

金
調
達
の
何
が
変
化
し
た
の
か
を
整
理
す
る
。
最
後
に
、

供
給
側
構
造
改
革
を
通
じ
、
二
〇
二
〇
年
を
目
指
し
た
所

得
倍
増
計
画
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
の
金
融
制
度
改
革
上

の
課
題
を
考
え
て
い
く
。

一
、
金
融
政
策
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

　

図
1
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
Ｇ
Ｄ

Ｐ
、
Ｍ
２
、
社
会
融
資ⅳ

残
高
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
前
年
比

を
示
し
て
い
る
。
図
1
で
分
か
っ
た
こ
と
は
、
二
〇
〇
八

年
以
前
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
前
年
比
と
Ｍ
２
及
び
社
会
融
資
残

高
の
前
年
比
は
、
前
者
が
後
者
を
上
回
っ
た
り
、
下
回
っ

た
り
し
て
交
錯
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
八
年
を
境
に
、
そ

れ
以
降
は
、
二
〇
一
一
年
を
除
い
て
、
一
貫
し
て
後
者
が

前
者
を
大
き
く
上
回
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
〇
二
年
と

二
〇
〇
三
年
は
、
金
融
緩
和
が
行
わ
れ
、
Ｍ
２
と
社
会
融

資
残
高
の
前
年
比
は
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
前
年
比
を
上
回
っ
た
。
二

〇
〇
四
年
と
二
〇
〇
五
年
は
、
両
者
の
前
年
比
は
ほ
ぼ
等

し
く
な
っ
た
。
二
〇
〇
六
年
と
二
〇
〇
七
年
は
、
経
済
が

過
熱
状
況
に
陥
り
、
金
融
が
引
き
締
め
ら
れ
た
。
二
〇
〇

八
年
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
Ｍ
２
及
び
社
会
融
資
残
高
の
前
年
比
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は
と
も
に
一
八
％
前
後
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
の
月
次

デ
ー
タ
を
見
れ
ば
、
九
月
ま
で
Ｍ
２
及
び
社
会
融
資
は
抑

制
的
で
引
き
締
め
政
策
は
ま
だ
続
い
て
い
た
が
、
リ
ー
マ

ン
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
、
一
〇
月
以
降
、
金
融
政
策
が
急

き
ょ
引
き
締
め
か
ら
緩
和
に
転
換
し
、
銀
行
貸
出
が
急
速

に
増
加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
続
い
て
、
二
〇
〇

九
年
も
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
前
年
比
が
九
・
一
％
で
あ
っ
た
の
に

対
し
て
、
Ｍ
２
が
二
七
・
六
％
、
社
会
融
資
残
高
が
三

四
・
八
％
に
達
し
、
前
代
未
聞
の
大
規
模
な
金
融
緩
和
が

実
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
金
融
緩
和
は
、
規
模
は
少
し
縮

小
し
た
が
、
続
い
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
か
ら
二
〇
一
五

年
ま
で
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
前
年
比
は
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
・
三
％
、

一
〇
・
一
％
、
八
・
一
％
と
六
・
四
％
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
Ｍ
２
は
一
四
・
四
％
、
一
三
・
六
％
、
一
一
・

〇
％
と
一
三
・
三
％
、
社
会
融
資
残
高
は
一
九
・
一
％
、

一
七
・
五
％
、
一
四
・
三
％
、
一
二
・
六
％
と
な
っ
た
。

　

な
ぜ
、
二
〇
〇
八
年
を
境
に
し
て
、
金
融
政
策
の
ス
タ

図１　M２、社会融資とGDP（2002～2015）
� 億元、％

［出所］　GDP は国家統計局ウエブサイト。その他は中国人民銀行ウエブサイト。
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ン
ス
が
変
化
し
た
の
か
。
そ
の
背
景
に
は
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
後
の
世
界
金
融
危
機
へ
の
対
応
だ
け
で
な
く
、

経
済
成
長
方
式
の
変
化
も
あ
る
か
と
思
う
。
二
〇
〇
八
年

以
前
の
成
長
の
主
導
役
は
輸
出
で
あ
る
。
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
、
輸
出
増
加
の
勢
い
が
衰
え
、
成
長
の

主
導
役
は
投
資
に
代
わ
っ
た
。
中
国
の
輸
出
の
主
役
は
外

国
資
本
と
外
資
企
業
で
あ
る
た
め
、
金
融
政
策
と
の
関
連

性
が
弱
い
。
他
方
、
投
資
に
よ
る
経
済
成
長
方
式
は
、
資

金
の
供
給
が
死
活
的
な
意
味
を
持
ち
、
金
融
政
策
と
の
関

連
性
が
強
い
と
言
え
る
。
支
出
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
中
で
、
二
〇
〇

九
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
、
輸
出
の
寄
与
度
は
そ
れ
ぞ

れ
▲
三
・
九
、
▲
一
・
二
、
▲
〇
・
八
、
〇
・
一
、
▲

〇
・
二
、
〇
・
一
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
投
資
の
寄
与

度
は
七
・
九
、
六
・
九
、
四
・
二
、
三
・
二
、
四
・
二
、

三
・
四
と
な
っ
た
。
金
融
緩
和
を
続
け
て
も
、
成
長
率
は

鈍
化
し
て
お
り
、
金
融
政
策
の
効
果
が
低
下
す
る
こ
と
も

図
１
か
ら
示
唆
さ
れ
た
。

　

以
上
か
ら
、
成
長
率
の
鈍
化
は
金
融
政
策
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
金
融
は
十
分
に
緩
和
さ
れ
、
資
金

の
供
給
は
十
分
で
あ
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
資
金
は
ど
こ
に
流
さ
れ
た
か

　

こ
こ
か
ら
は
、
十
分
に
緩
和
さ
れ
た
金
融
政
策
に
よ
っ

て
供
給
さ
れ
た
資
金
は
ど
こ
へ
流
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
利

用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
。
一
般
的
に
資
金
は
国
有

企
業
や
地
方
政
府
が
設
立
し
た
企
業
（
融
資
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
と
呼
ば
れ
る
）
を
通
じ
て
地
方
政
府
及
び
不
動

産
へ
流
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
真
実
で
あ
る
と

思
う
が
、
的
確
な
統
計
デ
ー
タ
が
不
足
し
て
お
りⅴ

、
断
定

す
る
だ
け
の
根
拠
が
な
い
た
め
推
測
に
留
ま
る
こ
と
が
多

い
。
本
稿
で
は
、
利
用
可
能
な
デ
ー
タ
を
使
用
し
て
推
測

し
て
み
た
い
。
最
も
身
近
な
推
測
の
手
掛
か
り
は
三
つ
あ

る
か
と
思
う
。
前
掲
の
社
会
融
資
統
計
、
古
く
か
ら
あ
る
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金
融
機
関
貸
出
統
計
と
二
〇
〇
九
年
か
ら
中
国
人
民
銀
行

が
公
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
金
融
機
関
貸
出
先
統
計
報

告
書
」ⅵ

の
デ
ー
タ
で
あ
る
。

　

図
2
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
社
会
融

資
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
社
会
融
資
に
は
、
銀

行
融
資
だ
け
で
な
く
、
債
券
や
株
式
の
発
行ⅶ

、
中
国
独

特
の
委
託
貸
出ⅷ

、
信
託
貸
出ⅸ

、
割
り
引
い
て
い
な
い
銀
行

引
受
手
形
な
ど
も
含
ま
れ
る
。

　

図
2
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇

一
五
年
ま
で
社
会
融
資
は
大
き
く
伸
び
た
。
二
〇
〇
二
年

の
社
会
融
資
は
二
〇
、
一
一
二
億
元
で
あ
っ
た
が
、
二
〇

一
五
年
に
は
一
五
二
、
九
三
六
億
元
と
な
り
、
二
〇
〇
二

年
の
七
・
六
倍
ま
で
増
加
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
統
計

は
、
こ
の
資
金
が
ど
ん
な
方
式
で
金
融
シ
ス
テ
ム
か
ら
実

体
経
済
に
流
れ
た
か
は
示
し
て
い
る
が
、
本
稿
の
関
心
事

で
あ
る
、
資
金
が
実
体
経
済
の
ど
こ
（
つ
ま
り
、
ど
ん
な

業
種
、
そ
し
て
ど
ん
な
企
業
）
に
流
れ
た
か
の
内
訳
は
明

図２　社会融資の内容とその推移（2002～2015）
� 億元

［出所］　中国人民銀行ウエブサイト。
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ら
か
に
し
て
い
な
い
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
社
会
融
資
の
代
わ
り
に
、
社
会
融
資
の

一
部
で
あ
る
金
融
機
関
貸
出
と
「
金
融
機
関
貸
出
先
統
計

報
告
書
」
の
内
容
を
も
と
に
、
不
動
産
融
資
と
中
小
企
業

向
け
の
貸
出
に
焦
点
を
当
て
て
金
融
機
関
貸
出
先
を
分
析

し
て
み
る
。

　

ま
ず
、
不
動
産
融
資
で
あ
る
。
金
融
機
関
の
不
動
産
融

資
は
、
不
動
産
開
発
（
家
屋
建
物
開
発
融
資
と
土
地
開
発

融
資
）
及
び
住
宅
ロ
ー
ン
に
分
類
さ
れ
る
。
図
3
で
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
金
融
機
関
貸
出
に
お
け
る
不
動
産
融
資
の

比
率
は
上
昇
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
、
不
動
産
開
発
が

金
融
機
関
貸
出
に
占
め
る
比
率
は
、
二
〇
〇
九
年
は
五
・

五
％
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
に
は
七
・
四
％
に
上
昇

し
た
。
同
じ
期
間
、
住
宅
ロ
ー
ン
は
一
三
・
三
％
か
ら
二

一
・
二
％
ま
で
上
昇
し
た
。
そ
の
結
果
、
金
融
機
関
貸
出

に
お
け
る
不
動
産
融
資
の
比
率
は
二
〇
〇
九
年
の
一
八
・

七
％
か
ら
二
八
・
五
％
に
上
昇
し
た
。
こ
こ
で
注
意
す
る

10%
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35%

0
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40000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

住宅ローン 不動産開発  
小企業  不動産比率（右軸） 
小企業比率（右軸） 

図３　金融機関貸出先とその比率（2009～2015）　　
� 億元、％

［出所］　中国人民銀行ウエブサイト。
注：2009年は中小企業を含む。2010年の企業規模分類基準改正で、2009年以前と比較できない。



127―　　―

中国の金融制度改革の課題

必
要
が
あ
る
の
は
不
動
産
へ
の
資
金
の
流
れ
は
金
融
機
関

貸
出
だ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
五

年
の
銀
行
業
理
財
商
品
残
高
二
三
・
五
兆
元
の
う
ち
九
・

六
八
％
の
二
・
二
七
兆
元
、
信
託
業
金
銭
信
託
一
四
・
七

兆
元
の
う
ち
約
八
・
八
％
の
一
・
二
九
兆
元
が
不
動
産
に

運
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
報
告
が
あ
るⅹ

。
こ
の
図
3
か
ら

も
う
一
つ
教
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
家
屋
建
物
開
発
融
資
と

土
地
開
発
融
資
を
含
む
不
動
産
開
発
と
比
べ
て
、
住
宅

ロ
ー
ン
が
不
動
産
融
資
の
主
要
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
の
不
動
産
開
発
が
九
、
三
〇
〇
億

元
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
住
宅
ロ
ー
ン
は
二
六
、
六
〇
〇

億
元
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
住
宅
投
資
需
要

を
促
進
し
よ
う
と
す
る
政
策
が
伺
わ
れ
る
。

　

続
い
て
、
貸
出
先
は
ど
ん
な
企
業
か
を
推
測
し
て
み
た

い
。
金
融
機
関
貸
出
統
計
と
「
金
融
機
関
貸
出
先
統
計
報

告
書
」
の
い
ず
れ
に
も
貸
出
先
企
業
の
経
営
形
態
別
の
分

類
が
な
い
た
め
、
代
わ
り
に
企
業
規
模
別
の
分
類
を
見
る

こ
と
に
し
た
。
特
に
中
小
企
業
に
注
目
し
た
い
。
中
小
企

業
の
中
に
は
民
間
企
業
が
多
い
の
で
、
代
替
的
に
経
営
形

態
別
貸
出
先
企
業
を
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う

か
ら
で
あ
る
。
図
3
に
よ
れ
ば
、
金
融
機
関
貸
出
に
お
け

る
小
企
業
の
比
率
は
、
二
〇
一
〇
年
の
二
〇
％
強
と
比

べ
、
二
〇
一
一
年
に
は
二
六
％
ま
で
上
昇
し
た
が
、
そ
の

後
、
下
落
し
続
け
、
二
〇
一
五
年
現
在
、
一
六
・
七
％
で

あ
る
。
二
〇
一
一
年
と
比
べ
る
と
、
一
〇
ポ
イ
ン
ト
も
下

が
っ
た
こ
と
に
な
る
。
小
企
業
の
外
部
資
金
調
達
手
段
は

銀
行
借
り
入
れ
以
外
に
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
、
社
会
融
資

に
お
け
る
そ
の
比
率
は
更
に
低
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
資

金
は
大
規
模
の
国
有
企
業
に
流
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
容
易

に
推
測
で
き
る
か
と
思
う
。

　
「
金
融
機
関
貸
出
先
統
計
報
告
書
」
に
は
イ
ン
フ
ラ
へ

の
貸
出
に
つ
い
て
断
片
的
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
イ

ン
フ
ラ
に
流
れ
る
資
金
の
全
体
像
を
描
く
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
中
国
政
府
審
計
署
が
二
〇
一
三
年
に
発
表
し
た
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「
全
国
政
府
債
務
審
計
結
果
」
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
三
年

六
月
の
政
府
債
務
残
高
二
〇
・
七
兆
元
の
中
で
、
法
律

上
、
借
金
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
地
方
政
府
債
務
残
高
が

一
〇
・
九
兆
元
に
達
し
た
こ
と
、
中
国
社
会
科
学
院
『
中

国
国
家
資
産
負
債
表
二
〇
一
三
』
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
一

年
に
地
方
政
府
の
総
債
務
残
高
が
二
〇
・
八
六
兆
元
に
達

し
たⅺ

こ
と
か
ら
、
多
く
の
資
金
は
、
国
有
企
業
の
ほ
か

に
、
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
た
め
の
資
金
と
し
て
政
府
部
門
に

流
さ
れ
た
と
推
測
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

三�

、
実
体
経
済
（
非
金
融
企
業
）
は
ど

の
よ
う
に
資
金
を
調
達
し
て
い
る
の
か

　

引
き
続
き
、
図
2
を
見
て
も
ら
い
た
い
。
図
2
で
分
か

る
よ
う
に
、
社
会
融
資
は
規
模
だ
け
で
な
く
、
そ
の
中
身

も
大
き
く
変
化
し
た
。
二
〇
〇
二
年
の
人
民
元
貸
出
比
率

は
九
一
・
九
％
に
達
し
、
外
貨
建
て
の
貸
出
を
含
め
る

と
、
貸
出
は
社
会
融
資
全
体
の
九
五
・
五
％
に
達
し
て
い

た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
五
年
に
は
、
こ
れ
ら
の
比
率
は
そ

れ
ぞ
れ
七
三
・
七
％
、
六
九
・
五
％
へ
下
落
し
た
。
こ
の

間
、
こ
れ
ら
の
比
率
が
最
も
低
か
っ
た
の
は
二
〇
一
三
年

で
、
そ
れ
ぞ
れ
五
一
・
三
％
と
五
四
・
七
％
で
あ
っ
た
。

　

貸
出
比
率
の
低
下
は
他
の
調
達
方
式
の
比
率
が
上
昇
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
図
2
の
よ
う
に
、
二
〇
〇
二
年
か

ら
二
〇
一
五
年
ま
で
の
間
、
非
金
融
企
業
株
式
新
規
発
行

に
よ
る
調
達
比
率
は
三
・
一
％
か
ら
五
・
〇
％
ま
で
上
昇

し
て
お
り
、
比
率
面
で
は
変
化
の
度
合
い
は
さ
ほ
ど
で
は

な
い
が
、
金
額
面
で
は
一
一
倍
以
上
（
六
二
八
億
元
か
ら

七
、
六
〇
四
億
元
ま
で
）
の
拡
大
と
な
り
、
株
式
発
行
市

場
の
成
長
と
し
て
は
決
し
て
遅
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。

　

株
式
の
新
規
発
行
と
比
べ
、
企
業
債
発
行
の
テ
ン
ポ
は

す
さ
ま
じ
い
。
同
期
間
中
、
企
業
債
の
発
行
額
は
三
六
七

億
元
か
ら
二
八
、
二
四
九
億
元
ま
で
急
増
し
、
七
六
倍
の

増
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
社
会
融
資
に
お
け
る
企
業
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債
発
行
の
比
率
は
一
・
八
％
か
ら
一
八
・
五
％
ま
で
上
昇

し
た
。
こ
こ
か
ら
実
体
経
済
の
資
金
調
達
方
式
は
（
銀
行

を
中
心
と
す
る
）
間
接
金
融
か
ら
直
接
金
融
へ
変
わ
り
つ

つ
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

し
か
し
、
直
接
金
融
へ
の
シ
フ
ト
よ
り
、
さ
ら
に
注
目

す
べ
き
変
化
は
、
上
記
以
外
の
項
目
（
委
託
貸
出
、
信
託

貸
出
と
未
割
引
銀
行
承
認
手
形
）
で
あ
る
。
委
託
貸
出

は
、
か
つ
て
日
本
で
流
行
っ
た
“
財
テ
ク
”
に
似
た
も
の

で
あ
り
、
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
二
年
時

点
で
は
、
そ
の
金
額
は
わ
ず
か
一
七
五
億
元
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
金
融
緩
和
と
と
も
に
、
委
託
貸
出
の
規
模
は

大
々
的
に
膨
ら
み
、
二
〇
一
五
年
に
は
一
五
、
九
一
一
億

元
と
な
っ
て
二
〇
〇
二
年
の
九
〇
・
九
倍
に
な
っ
た
。
こ

の
間
、
二
〇
一
三
年
に
は
最
大
の
二
五
、
四
六
六
億
元
に

達
し
、
二
〇
〇
二
年
の
一
四
五
・
五
倍
と
な
っ
た
。
二
〇

一
三
年
の
委
託
貸
出
は
、
人
民
元
貸
出
八
八
、
九
一
六
億

元
の
二
八
・
六
％
に
相
当
す
る
規
模
と
な
っ
た
。
そ
の

後
、
規
制
が
入
り
、
勢
い
が
衰
え
て
、
二
〇
一
四
年
は
二

五
、
〇
六
九
億
元
、
二
〇
一
五
年
は
一
五
、
九
一
一
億
元

と
な
り
、
人
民
元
貸
出
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
五
・

六
％
、
一
四
・
一
％
と
な
っ
た
。
二
〇
一
五
年
現
在
、
そ

の
残
高
は
一
〇
・
九
三
兆
元
に
達
し
て
い
る
。

　

こ
の
委
託
貸
出
の
存
在
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
か
ら
実
体

経
済
に
流
れ
た
資
金
の
在
り
方
が
偏
在
し
て
い
る
こ
と
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
委
託
貸
出
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

委
託
貸
出
の
委
託
者
は
、
企
業
、
機
関
団
体
と
家
計
の
個

人
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
貸
出
し
側
も
借
り
入
れ

側
も
ほ
と
ん
ど
企
業
で
あ
る
。
上
場
企
業
や
国
有
企
業
な

ど
規
模
の
大
き
い
企
業
は
、
銀
行
借
り
入
れ
だ
け
で
な

く
、
株
式
や
債
券
の
発
行
な
ど
豊
富
な
資
金
調
達
手
段
を

持
ち
、
潤
沢
な
資
金
を
所
有
し
て
い
る
。
一
方
、
株
式
や

債
券
の
発
行
手
段
を
持
た
な
い
中
小
企
業
あ
る
い
は
政
策

的
に
規
制
さ
れ
て
い
る
業
種
（
例
え
ば
不
動
産
企
業
）
は

資
金
の
工
面
に
苦
労
し
て
い
る
。
資
金
の
余
裕
の
あ
る
企
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業
は
、
資
金
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
企
業
へ
の
委
託
貸

出
で
資
金
を
運
用
し
た
方
が
高
い
収
益
を
上
げ
る
こ
と
が

で
き
、
こ
の
た
め
、
委
託
貸
出
に
よ
る
収
益
は
こ
れ
ら
の

企
業
の
収
益
構
造
の
重
要
な
部
分
に
な
っ
て
い
る
。
皮
肉

な
こ
と
に
、
こ
の
委
託
貸
出
は
歪
な
資
金
配
分
構
造
（
中

国
型
の
“
資
金
偏
在
”）
を
是
正
す
る
機
能
を
持
っ
て
い

る
。

　

信
託
貸
出
は
委
託
貸
出
に
似
て
い
る
が
、
信
託
会
社
が

自
ら
の
名
義
で
商
品
を
組
成
し
、
販
売
運
用
す
る
行
為
で

あ
る
点
で
委
託
貸
出
と
違
う
。
ま
た
、
委
託
貸
出
は
資
金

貸
借
に
関
す
る
法
規
制
を
回
避
す
る
た
め
の
商
品
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
信
託
貸
出
は
金
融
規
制
の
緩
和
の
一
環
と

し
て
作
り
出
さ
れ
た
新
し
い
金
融
商
品
で
あ
る
。
社
会
融

資
の
デ
ー
タ
を
見
れ
ば
、
二
〇
〇
五
年
以
前
は
、
信
託
貸

出
は
ゼ
ロ
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は

八
二
五
億
元
の
信
託
貸
出
が
行
わ
れ
た
が
、
急
増
し
た
の

は
二
〇
一
二
年
で
あ
り
、
二
〇
一
一
年
の
二
、
〇
三
四
億

元
か
ら
一
気
に
六
倍
の
一
二
、
八
四
七
億
元
ま
で
増
加
し

た
。
そ
の
後
、
二
〇
一
五
年
に
は
四
三
四
億
元
に
急
落
し

た
。
こ
の
間
の
ピ
ー
ク
は
二
〇
一
三
年
で
一
八
、
四
〇
四

億
元
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
未
割
引
銀
行
承
認
手
形
を
見
て
み
よ
う
。
社

会
融
資
の
中
、
一
番
起
伏
が
あ
る
の
は
未
割
引
銀
行
承
認

手
形
で
あ
る
。
期
間
中
、
四
年
間
は
マ
イ
ナ
ス
で
あ
り
、

二
〇
一
五
年
は
▲
一
〇
、
五
六
九
億
元
と
な
っ
て
い
る
。

金
額
が
一
番
大
き
い
の
は
二
〇
一
〇
年
で
、
そ
の
金
額
は

二
三
、
三
四
六
億
元
に
達
し
た
。
一
般
的
に
、
銀
行
が
割

り
引
い
て
い
な
い
手
形
な
ら
、
資
金
は
銀
行
か
ら
流
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
社
会
融
資
に
計
上
さ
れ
な
い
は
ず
で
あ

る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
で
は
、
委
託
貸

出
と
同
様
に
、
未
割
引
銀
行
承
認
手
形
は
、
預
金
準
備

率
、
預
貸
比
率
、
最
低
資
本
金
比
率
な
ど
の
規
制
を
回
避

す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
た
め
、
政
策
当
局

は
こ
れ
を
実
体
経
済
へ
の
資
金
流
出
指
標
と
し
て
使
用
せ
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ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
実
体
経
済
（
非
金
融
企
業
）
の
資
金
調

達
構
造
は
、
銀
行
借
り
入
れ
が
圧
倒
的
な
ウ
エ
ー
ト
を
占

め
る
間
接
金
融
か
ら
、
銀
行
借
り
入
れ
を
中
心
と
し
な
が

ら
、
債
券
・
株
式
と
い
う
直
接
金
融
の
ウ
エ
ー
ト
が
高
ま

る
方
向
に
転
換
し
て
き
て
お
り
、
同
時
に
、
委
託
貸
出
、

信
託
貸
出
、
未
割
引
銀
行
承
認
手
形
の
よ
う
な
調
達
手
段

の
比
率
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
認
識
で
き
る
か
と
思

う
。
金
融
規
模
の
拡
大
に
よ
り
、
実
体
経
済
の
資
金
調
達

手
段
が
多
様
化
し
、
従
来
の
金
融
機
関
貸
出
だ
け
で
は
、

資
金
の
流
れ
の
全
体
像
が
把
握
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
現
状
を
反
映
し
て
、
中
国
人
民
銀
行
は
、
社
会

融
資
を
公
表
し
、
金
融
機
関
新
規
貸
出
以
上
に
金
融
政
策

の
中
間
目
標
と
し
て
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

四�

、
家
計
は
ど
の
よ
う
に
し
て
資
金
を

運
用
し
て
い
る
の
か

　

以
上
で
、
委
託
貸
出
、
信
託
貸
出
お
よ
び
未
割
引
銀
行

承
認
手
形
な
ど
の
金
融
商
品
が
生
ま
れ
た
背
景
と
し
て
、

規
制
回
避
と
い
う
要
因
を
挙
げ
た
が
、
そ
う
し
た
規
制
の

理
由
は
何
か
、
そ
し
て
、
企
業
債
の
発
行
が
急
増
し
た
原

因
は
何
か
、
な
ど
の
疑
問
が
生
じ
る
の
は
自
然
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
る
前
に
、
国
民
経
済
の
資
金

余
剰
部
門
で
あ
る
家
計
の
資
金
運
用
の
実
態
を
見
て
み
よ

う
。

　

国
民
経
済
を
家
計
、
企
業
、
政
府
と
海
外
の
部
門
に
分

け
て
、
資
金
の
流
れ
を
見
れ
ば
、
普
通
、
家
計
は
資
金
余

剰
で
、
ネ
ッ
ト
の
金
融
資
産
投
資
部
門
と
な
る
。
恐
ら
く

こ
れ
は
世
界
共
通
の
現
象
で
あ
ろ
う
。
中
国
も
他
の
諸
国

と
同
様
に
、
実
体
経
済
の
資
金
は
主
に
金
融
シ
ス
テ
ム
を
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通
し
て
家
計
部
門
か
ら
調
達
し
て
い
る
。
図
4
は
、
資
金

循
環
表
の
金
融
取
引
の
中
で
、
家
計
部
門
が
余
剰
資
金
を

金
融
資
産
に
運
用
す
る
状
況
を
示
し
て
い
る
。

　

図
4
か
ら
、
第
一
に
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
一
三
年

ま
で
の
間
に
、
家
計
の
金
融
資
産
へ
の
資
金
運
用
規
模
が

大
き
く
伸
び
た
こ
と
が
分
か
る
。
二
〇
〇
二
年
の
資
金
運

用
が
約
一
九
、
七
二
一
億
元
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
二

〇
一
三
年
の
そ
れ
は
九
〇
、
七
六
三
億
元
に
達
し
た
。
約

四
・
六
倍
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
家
計
の
所
得
増
加
が

あ
り
、
同
じ
期
間
中
、
家
計
の
所
得
は
五
七
、
三
八
三
億

元
か
ら
二
五
一
、
〇
四
二
億
元
に
増
加
し
たⅻ

。

　

第
二
に
、
家
計
の
資
産
運
用
は
多
様
化
し
て
い
る
。
二

〇
〇
二
年
の
資
金
運
用
総
額
の
中
で
、
通
貨
は
一
、
三
一

九
・
〇
六
億
元
、
預
金
は
一
四
、
二
五
一
・
七
億
元
で
、

資
金
運
用
総
額
の
そ
れ
ぞ
れ
六
・
七
％
と
七
二
・
三
％
を

占
め
、
両
者
を
足
せ
ば
約
七
九
％
と
な
っ
て
い
た
。
ほ
か

に
債
券
は
八
七
九
・
一
三
億
元
、
株
式
は
六
三
五
・
六
七

図４　家計部門の所得と金融資産への運用（2002～2013）
� 億元

［出所］�　金融資産への運用は中国人民銀行「資金循環表―金融取引―」暦
年版。家計総所得は許憲春主編『中国所得分配統計問題研究』北京
大学出版社2015年、164頁。
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億
元
で
、
資
金
運
用
総
額
に
占
め
る
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
わ

ず
か
四
・
五
％
と
三
・
二
％
し
か
な
か
っ
た
。
銀
行
預
金

が
家
計
金
融
資
産
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
後
、
資
金
運
用
規
模
の
拡
大
と
と
も
に
、
銀
行

預
金
以
外
の
金
融
資
産
が
増
加
し
、
資
金
運
用
総
額
に
占

め
る
通
貨
と
銀
行
預
金
の
比
率
が
下
が
っ
た
。
二
〇
一
三

年
現
在
、
通
貨
と
銀
行
預
金
の
比
率
は
そ
れ
ぞ
れ
三
・

六
％
と
六
一
・
六
％
に
な
っ
た
。

　

第
三
に
、
資
産
運
用
の
多
様
化
と
同
時
に
、
変
動
が
非

常
に
大
き
い
こ
と
も
図
4
か
ら
見
ら
れ
る
。
こ
の
中
で
、

最
も
人
の
目
を
惹
く
の
は
、
二
〇
〇
六
年
で
あ
る
。
こ
の

前
の
年
（
二
〇
〇
五
年
）
に
、
上
場
企
業
の
法
人
株
と
国

有
株
な
ど
の
非
流
通
株
の
流
通
改
革
案
が
認
め
ら
れ
、
株

式
市
場
は
空
前
の
ブ
ー
ム
を
迎
え
た
。
株
式
市
場
に
流
れ

た
家
計
の
資
金
は
前
年
の
三
〇
億
元
か
ら
六
七
二
億
元
に

急
増
し
た
。
証
券
投
資
預
り
金
は
一
気
に
前
年
の
二
七
〇

億
元
か
ら
三
、
四
一
六
億
元
に
、
投
資
信
託
も
五
四
六
億

元
か
ら
一
、
五
一
九
億
元
に
増
加
し
た
。
翌
二
〇
〇
七
年

に
は
、
証
券
投
資
預
り
金
は
八
、
九
八
六
億
元
に
、
投
資

信
託
も
三
、
四
三
八
億
元
に
、
そ
し
て
、
株
式
も
二
、
一

四
八
億
元
に
増
加
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
銀
行
預
金
の

増
加
は
、
二
〇
〇
六
年
は
二
〇
〇
五
年
の
規
模
が
維
持
で

き
た
が
、
二
〇
〇
七
年
は
、
前
年
の
二
一
、
二
八
四
億
元

か
ら
一
〇
、
四
〇
七
億
元
へ
と
大
き
く
下
落
し
た
。
月
に

よ
っ
て
は
、
前
月
比
で
純
減
の
月
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

二
〇
〇
八
年
に
株
価
が
暴
落
し
た
こ
と
に
伴
い
、
証
券
投

資
預
り
金
は
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
（
つ
ま
り
、
証
券
投
資
預

か
り
金
か
ら
資
金
が
流
出
す
る
こ
と
に
な
る
）、
そ
の
金

額
は
五
、
三
四
〇
億
元
に
上
っ
た
。
投
資
信
託
は
前
年
よ

り
少
な
い
二
、
九
三
六
億
元
に
と
ど
ま
っ
た
。
逆
に
、
銀

行
預
金
は
四
六
、
五
四
三
億
元
と
大
き
く
増
加
し
た
。
翌

二
〇
〇
九
年
は
、
証
券
投
資
預
り
金
は
プ
ラ
ス
に
転
じ
た

が
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
三
年
ま
で
、
再
び
マ
イ
ナ

ス
が
続
い
た
。
投
資
信
託
も
二
〇
〇
九
年
と
二
〇
一
〇
年
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は
マ
イ
ナ
ス
に
転
じ
た
が
、
二
〇
一
三
年
は
三
、
〇
九
七

億
元
に
急
増
し
、
二
〇
一
三
年
現
在
三
六
九
億
元
に
低
下

し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
家
計
の
資
産
運
用
に
と
っ
て
は
、
銀
行

預
金
と
銀
行
預
金
以
外
の
金
融
資
産
（
お
お
む
ね
そ
の
価

格
が
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
決
ま
る
市
場
型
金
融
商
品
）
と

の
間
に
は
ト
レ
ー
ド
オ
フ
の
関
係
が
存
在
す
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
経
済
状
況
の
変
化
に
よ
り
、
デ
ィ

ス
イ
ン
タ
ー
メ
デ
ィ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
い
わ
ゆ
る
“
銀
行
離

れ
”）
の
動
き
が
激
し
く
な
っ
た
り
弱
く
な
っ
た
り
す

る
。
そ
の
原
因
は
、
預
金
金
利
規
制
を
中
心
と
し
て
銀
行

業
に
課
さ
れ
る
諸
規
制
に
あ
る
。
一
九
九
九
年
以
降
、
金

融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
を
維
持
す
る
た
め
に
、
預
貸
利
ザ
ヤ

を
確
保
し
て
、
人
為
的
に
預
金
金
利
を
低
く
抑
え
る
政
策

が
取
ら
れ
て
き
た
。
実
質
預
金
金
利
が
マ
イ
ナ
ス
（
名
目

預
金
金
利
≪
物
価
上
昇
率
）
の
年
も
少
な
く
な
い
状
況
の

下
で
、
家
計
は
余
剰
資
金
を
価
格
が
規
制
さ
れ
た
銀
行
預

金
か
ら
、
価
格
規
制
の
な
い
金
融
資
産
へ
振
り
向
け
、
価

格
規
制
の
な
い
金
融
資
産
価
格
が
暴
落
し
た
ら
、
ま
た
銀

行
預
金
に
逃
げ
る
と
い
う
行
動
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
金

融
商
品
が
乏
し
い
中
、
不
動
産
も
資
産
運
用
の
対
象
に
な

る
と
い
う
こ
と
が
大
き
な
話
題
に
な
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
銀
行
預
金
を
取
り
扱
う
銀
行
な
ど
の
金
融
機
関

は
、“
銀
行
離
れ
”
を
阻
止
す
る
た
め
、
金
利
自
由
化
を

見
込
ん
で
、
自
身
、
あ
る
い
は
他
の
業
態
（
例
え
ば
、
信

託
会
社
、
保
険
会
社
、
証
券
会
社
）
と
手
を
組
ん
で
い
わ

ゆ
る
“
理
財
商
品
”
を
開
発
し
た
り
、
委
託
貸
出
、
信
託

貸
出
、
未
割
引
銀
行
承
認
手
形
な
ど
の
手
法
を
使
用
し

て
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
を
ス
リ
ム
化
さ
せ
、
預
金
準
備

率
、
預
貸
比
率
、
最
低
資
本
比
率
な
ど
の
規
制
を
回
避
し

た
り
し
て
、
収
益
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
預
貸
利
ザ

ヤ
に
依
存
し
た
収
益
構
造
か
ら
の
脱
皮
を
図
っ
て
き
た
。

　

第
四
に
、
家
計
の
資
産
運
用
の
中
で
、“
そ
の
他
”
と

い
う
項
目
が
二
〇
一
〇
年
以
降
急
増
し
、
目
立
っ
て
き



135―　　―

中国の金融制度改革の課題

た
。
中
国
人
民
銀
行
の
説
明
で
は
、“
そ
の
他
”
は
、
金

融
商
品
の
名
前
が
付
い
た
項
目
以
外
の
金
融
取
引
で
あ

る
。
不
法
の
地
下
金
融
取
引
が
そ
の
主
要
内
容
か
と
思
わ

れ
る
。
二
〇
〇
九
年
に
人
民
元
貸
出
が
記
録
的
に
増
加
し

た
後
、
二
〇
一
〇
年
は
前
年
比
で
一
・
六
兆
元
減
少
し
、

二
〇
一
一
年
も
前
年
比
で
減
少
と
な
っ
た
。
全
体
の
資
金

供
給
の
状
況
は
依
然
と
し
て
潤
沢
で
あ
る
も
の
の
、
人
民

元
貸
出
資
金
が
比
較
的
ひ
っ
迫
状
況
に
陥
り
、
多
く
の
企

業
（
特
に
中
小
規
模
の
民
間
企
業
）
は
資
金
の
工
面
に
奔

走
し
、
地
下
金
融
を
一
つ
の
手
段
と
し
て
利
用
し
た
。

結
び
に
代
え
て
―
金
融
制
度
の�

�

何
が
問
題
な
の
か

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
中
国
の
金
融
制
度
の
問
題
点
が

浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
か
と
思
う
。

　

第
一
に
、
金
融
が
緩
和
し
、
潤
沢
な
資
金
が
供
給
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
多
く
は
国
有
企
業
に
流
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
資
金
の
使
用
効
率
が
次
第
に
低
下
し
、
国

有
企
業
を
中
心
と
す
る
余
剰
生
産
能
力
の
拡
大
と
ゾ
ン
ビ

企
業
の
増
加
に
一
役
を
買
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ

し
て
、
国
有
企
業
、
特
に
ゾ
ン
ビ
企
業
が
金
融
市
場
の
主

要
な
存
在
で
あ
る
限
り
、
効
率
的
な
資
金
配
分
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
形
成
は
引
き
続
き
困
難
で
あ
る
。
金
利
自
由
化
（
二

〇
一
五
年
一
〇
月
二
四
日
の
預
金
金
利
の
基
準
金
利
上
限

撤
廃
に
よ
り
、
一
応
金
利
の
自
由
化
が
完
成
し
た
）
が
実

現
さ
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
国
有
企
業
に
偏
っ
た
資
金
の

配
分
が
是
正
さ
れ
る
こ
と
は
依
然
と
し
て
無
理
で
、
こ
れ

か
ら
の
課
題
に
な
る
。
特
に
、
成
長
率
の
鈍
化
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
温
存
し
て
き
た
非
効
率
的
な
資
金
運
用
は

い
っ
そ
う
き
び
し
く
な
り
、
こ
の
意
味
で
は
、
国
有
企
業

の
改
革
、（
こ
れ
ま
で
進
め
て
き
た
漸
進
的
な
経
済
改
革

に
お
い
て
有
効
と
さ
れ
た
）
政
府
の
経
済
へ
の
か
か
わ
り

方
の
改
革
は
、
金
融
制
度
の
問
題
解
決
に
取
り
組
む
に
当
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た
っ
て
の
先
決
条
件
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

　

第
二
に
、
経
済
成
長
と
貯
蓄
の
累
積
に
伴
い
、
金
融
市

場
が
発
展
し
、
金
融
資
産
の
多
様
化
が
進
む
こ
と
は
自
然

の
流
れ
で
あ
り
、
こ
の
流
れ
が
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
強
化

さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
、
低
金
利
と
預
貸
利
ザ
ヤ
の
確
保

及
び
多
元
的
な
金
融
規
制
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
金

融
シ
ス
テ
ム
安
定
の
土
台
が
崩
れ
か
け
て
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
成
長
が
鈍
化
す
る
中
、
資
金
調
達
側
は
よ
り
有

利
な
条
件
で
の
資
金
調
達
方
法
を
求
め
る
一
方
、
資
産
運

用
側
は
、
運
用
資
金
の
金
額
が
大
き
く
な
っ
た
だ
け
に
、

資
金
運
用
の
リ
タ
ー
ン
へ
の
関
心
を
高
め
、
少
子
高
齢
化

の
進
行
と
合
わ
せ
て
、
ま
す
ま
す
資
金
の
運
用
に
神
経
を

と
が
ら
す
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
流
れ
の

下
で
、
か
つ
て
の
よ
う
な
安
定
的
な
金
融
シ
ス
テ
ム
の
維

持
は
不
可
能
で
あ
り
、
将
来
に
向
け
て
金
融
制
度
の
大
き

な
変
革
が
必
要
と
な
る
。
金
利
の
自
由
化
や
預
貸
比
率
規

制
の
撤
廃
、
預
金
準
備
率
算
定
方
法
の
改
正
な
ど
は
そ
の

改
革
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
制
が
必
要
な
分
野
が

あ
る
こ
と
は
当
然
で
、
規
制
緩
和
と
同
時
に
、
新
し
い
金

融
情
勢
の
下
で
規
制
を
強
化
す
べ
き
側
面
も
あ
る
。
こ
の

意
味
で
は
金
融
制
度
の
全
面
的
な
改
革
が
必
要
に
な
る
。

　

第
三
に
、
金
融
制
度
の
改
革
に
は
長
い
年
月
が
か
か
る

が
、
現
在
、
経
済
成
長
の
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
の
は
民

間
企
業
の
活
力
の
欠
如
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
代
に
経
済

改
革
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
頃
、
経
済
成
長
の
大
き
な
推

進
力
は
民
間
企
業
で
あ
っ
た
。
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
所
得

倍
増
目
標
は
、
輸
出
で
も
な
く
、
投
資
で
も
な
く
、
民
間

消
費
需
要
の
喚
起
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
可
能
で
あ

る
。
供
給
側
改
革
も
民
間
消
費
需
要
喚
起
も
そ
の
担
い
手

は
民
間
企
業
で
あ
る
。
民
間
企
業
の
活
力
な
し
で
は
目
標

の
実
現
は
あ
り
得
な
い
。
か
つ
て
と
比
べ
、
ワ
ン
ス
テ
ッ

プ
を
上
が
っ
た
民
間
企
業
の
活
力
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に

は
、
金
融
の
支
援
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
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は
財
力
、
事
業
の
確
実
性
、
信
用
力
な
ど
の
不
十
分
な
民

間
企
業
を
支
援
す
る
た
め
の
政
策
金
融
機
関
の
設
立
が
必

要
か
と
思
わ
れ
る
。

（
注
）

ⅰ�　

Ｉ
Ｍ
Ｆ
推
定
値
で
二
〇
一
五
年
に
世
界
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
は
前
年
よ
り

四
、
六
五
四
・
三
億
米
ド
ル
減
少
し
て
、
七
三
、
一
七
一
・
〇
億
米

ド
ル
に
下
落
し
た
（
▲
六
・
〇
％
）。http://w

w
w
.globalnote.jp/

p-data-g/?dno=8860&
post_no=1409

。

ⅱ�　

経
済
成
長
へ
の
寄
与
度
の
低
下
を
端
的
に
示
す
証
拠
は
海
外
観
光

に
出
た
中
国
観
光
客
の
“
爆
買
い
”
で
あ
る
。
技
術
進
歩
を
伴
わ
な

い
投
資
は
消
費
者
の
向
上
し
つ
つ
あ
る
消
費
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
な

い
。

ⅲ�　

本
文
の
分
析
期
間
を
二
〇
〇
二
年
か
ら
直
近
ま
で
に
設
定
し
た
理

由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
二
〇
〇
一
年
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
以
後
、
輸
出

優
先
の
成
長
戦
略
が
一
層
明
確
に
な
っ
た
こ
と
、
今
一
つ
は
中
国
人

民
銀
行
が
二
〇
〇
二
年
以
降
、
社
会
融
資
と
い
う
新
た
な
調
査
デ
ー

タ
を
公
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
社
会
融
資
と
は
金
融

シ
ス
テ
ム
か
ら
実
体
経
済
へ
流
れ
た
資
金
の
状
況
を
表
す
調
査
デ
ー

タ
で
あ
る
。

ⅳ�　

二
〇
一
〇
年
か
ら
中
国
人
民
銀
行
が
二
〇
〇
二
年
に
さ
か
の
ぼ
っ

て
公
表
し
始
め
た
、
一
定
期
間
中
に
実
体
経
済
が
金
融
シ
ス
テ
ム
か

ら
調
達
し
た
資
金
の
全
部
を
表
す
指
標
で
あ
る
。

ⅴ�　

調
査
報
告
や
研
究
報
告
が
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
国
家
審
計
署

が
二
〇
一
一
年
、
二
〇
一
三
年
に
行
っ
た
「
全
国
政
府
債
務
審
計
結

果
」、
李
揚
等
著
『
中
国
国
家
資
産
負
債
表
二
〇
一
三
』
な
ど
。

ⅵ�　
「
金
融
機
関
貸
出
先
統
計
報
告
書
」
は
、「
社
会
融
資
統
計
表
」
の

よ
う
に
、
年
ご
と
に
項
目
別
に
、
首
尾
一
貫
し
た
形
で
整
理
さ
れ
た

統
計
報
告
書
で
は
な
く
、
文
字
の
記
述
が
中
心
で
あ
る
。
年
に
よ
っ

て
は
項
目
が
抜
け
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

ⅶ�　

た
だ
し
、
非
金
融
企
業
が
発
行
し
た
債
券
と
株
式
に
限
ら
れ
る
。

ⅷ�　

委
託
貸
出
と
は
、
資
金
の
貸
借
は
か
な
ら
ず
銀
行
も
し
く
は
銀
行

以
外
の
金
融
機
関
を
通
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
規

制
に
よ
り
、
銀
行
が
、
委
託
人
つ
ま
り
資
金
の
出
し
手
か
ら
指
示
を

受
け
て
、
資
金
の
出
し
手
が
指
定
し
た
借
り
手
あ
る
い
は
投
資
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
、
用
途
と
範
囲
及
び
条
件
（
金
額
、
期
限
、
金
利
）
に
基

づ
き
、
資
金
の
貸
出
、
資
金
使
用
の
監
督
と
資
金
の
回
収
を
行
う
行

為
で
あ
る
。

ⅸ�　

信
託
貸
出
と
は
、
信
託
会
社
が
用
途
と
範
囲
及
び
条
件
（
金
額
、

期
限
、
金
利
）
を
決
め
、
出
資
者
を
募
り
、
集
め
た
資
金
を
約
束
し

た
用
途
に
運
用
し
、
満
期
と
な
れ
ば
、
資
金
を
回
収
し
て
、
出
資
者

に
返
す
行
為
で
あ
る
。

ⅹ�　

銀
行
業
理
財
商
品
デ
ー
タ
は
中
央
国
債
登
記
決
算
有
限
責
任
会
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社
・
全
国
銀
行
業
理
財
情
報
登
記
シ
ス
テ
ム
『
中
国
銀
行
業
理
財
市

場
年
度
報
告
書
（
二
〇
一
五
）』
二
〇
一
六
年
二
月
、
一
六
頁
。
信
託

業
デ
ー
タ
は
「
二
〇
一
五
年
中
国
信
託
会
社
主
要
業
務
デ
ー
タ
」
中

国
信
託
業
協
会http://w

w
w
.trustee.org.cn/xtxh/statis-

tics/40504.htm

。

ⅺ�　

李
揚
等
（
二
〇
一
三
）
一
六
八
頁
。

ⅻ�　

許
憲
春
主
編
『
中
国
所
得
分
配
統
計
問
題
研
究
』
北
京
大
学
出
版

社
二
〇
一
五
年
、
一
六
四
頁
。
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